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かすみがうら市水族館指定管理者業務仕様書 

 

かすみがうら市水族館の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、この業務仕様書

によるものとします。 

 

１ 施設の概要 

（１）名称 

かすみがうら市水族館 

（２）所在地 

かすみがうら市坂９１０番地１ 

（３）設置目的  

霞ヶ浦をはじめ、淡水に生息する珍しい魚類等を中心に展示・飼育することにより、

自然保護と動物福祉に対する理解を深めるとともに、学術及び教育・文化の発展に寄

与すること。 

（４）施設概要  

   水郷筑波国定公園区域の歩崎公園内に位置する「かすみがうら市水族館」は、直接

生き物と触れ合うことができるタッチ水槽、イワナやイトウが泳ぐパノラマ水槽、３

６０度観察可能な円柱水槽、臨場感あふれる大型水槽、さらには、特殊な水温・水質

に生息する生物を飼育できる環境も備えており、霞ヶ浦に生息する魚をはじめ、熱帯

魚・海水魚・両生類・爬虫類・甲殻類など世界中の魚類等およそ 120種・1,250匹を飼

育・展示しています。 

 

２ 開館日等 

①開館時間（条例第３条より） 

 以下の休館日を除き、午前９時から午後５時までを開館時間とします。 

②休館日（条例第４条より） 

ア 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日に当たるときは、その翌日。 

イ １２月２８日から翌年の１月１日までの日 

   ただし、上記①②については、時間延長や開館日時の拡大などを含めて、指定

管理者が市長の承認を得た場合は変更することができます。 

 

３ 指定期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 法令等の遵守 

かすみがうら市水族館の管理にあたっては、次に掲げる法令及び例規に基づき、適切
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に実施しなければなりません。 

（１）地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

（２）かすみがうら市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 19 年条例

第 23号） 

（３）かすみがうら市水族館の設置及び管理に関する条例（平成 19年条例第 24号） 

（４）かすみがうら市個人情報保護条例（平成 17年条例第 14号） 

（５）かすみがうら市情報公開条例（平成 17年条例第 13号） 

（６）動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号） 

（７）消防法（昭和 24年法律第 193号） 

（８）水道法（昭和 32年法律第 177号） 

（９）電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

（10）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号） 

（11）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

（12）その他関係法令等 

法令及び例規に改正があった場合は、改正された内容を業務仕様としますが、市が 

業務内容を変更した場合を除き、指定管理業務に係る経費については変更しないもの 

とします。 

 

５ 指定管理者の業務内容 

（１）施設利用に関する業務 

①水族館利用受付、利用料金の収納及び返還に関する業務 

②水族館利用料金の減免に関する業務 

  利用料金の減免については以下のとおりとしますが、原則として、いずれの場合も

利用料金の補填は行わないこととします。 

   ア 条例第７条第１項の各号の規定に基づき、利用料金を減免する場合。 

   イ 条例第７条第２項の規定に基づき、利用料金を減免する場合。 

    ・指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減免する場合。 

    ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介助者が利

用する場合。 

③施設利用の案内・補助・説明業務（必要に応じて実施すること。） 

④利用者からの意見や苦情等への対応（内容及び対処等を所管課に報告すること。） 

（２）施設、設備及び周辺エリアの管理に関する業務 

以下の管理基準により、法令等で必要な点検・報告のほか、日常的な業務を実施し、

施設・設備のより効果的な保守管理等を行ってください。 

※当該施設及び附帯設備の管理にあたっては、管理業務全体の委託はできませんが、

業務の一部については、市と協議のうえ委託することができます。一部委託を予定
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している場合は、その内容などを計画書に記載してください。 

①施設、設備の管理基準 

種別 内 容 頻 度 

警備業務 

 

 

夜間及び休館日の警備（機械警備） 

・閉館後：午後５時３０分～翌日午前８時３０分 

・休館日：午前８時３０分～翌日午前８時３０分 

毎日 

点検整備 

等業務 

 

各設備の日常の運転監視と点検・整備 

・電気設備、給水設備、空調・換気・冷暖房設備、ブロ

アー設備、ボイラー設備 等 

毎日 

 施設内の見回り 毎日 

 ブロアー保守点検 １回／年 

 ボイラー保守点検 １回／年 

 館内加圧給水ポンプ点検 １回／年 

 
電気工作物保安管理 

定期 隔月 

総合 １回／年 

 消防設備等保守点検 ２回／年 

清掃等業務 

 

日常清掃 

（開館日） 

敷地内清掃 

・開館前及び随時 
毎日 

  施設内清掃 

・水槽等展示物品、展示スペースの清

掃については、原則として閉館後に行

い、常に清潔に保つこと。 

毎日 

 定期清掃 

（施設内） 
床洗浄・ガラスクリーニング等 適宜 

 

 

植栽除草 
除草、草木剪定、鉢植え管理等 適宜 

 

 

周辺エリア

清掃等 

アクアラビリンス・水路・池の清掃

及び草刈・草抜き・枝払い等 
適宜 

ごみ処理 

 

施設内で発生したごみは事業系ごみとして処理する 

こと。 
通年 

そ の 他 

 

 

防火管理者（有資格者）の選任 

消防計画書及び防犯・防災、緊急時の連絡体制、対処方法などの

マニュアルを整備し、スタッフへの指導及び訓練を実施すること。 

※周辺エリア清掃等の作業エリアは、別紙１のとおりです。 

※毎日の業務等については、別に定める日報等に記録してください。（電気・水道・
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ガス及び燃料などの使用状況、機器の運転状況、異常の発見と警報の確認、必要に

応じた調整と各設備の適正な運転の維持管理を実施すること。また、設備機器の状

況確認などの日常の点検・整備を実施すること。） 

※点検整備や清掃等の業務にあたっては、来館者の支障とならないよう実施すること。 

※上記以外に、施設及び附帯設備の維持管理上、特に必要な事項がある場合、適切に

対処するとともに、必要に応じて市に速やかに報告を行うこと。 

②賠償責任保険等の加入 

敷地内で万一事故が発生した場合、指定管理者が責任を問われることも想定され

ますので、必ず賠償責任保険に加入してください。また、協力いただくボランティ

アがいる場合、ボランティア活動保険に加入願います。なお、建築物に係る火災保

険については市が加入します。 

③施設及び設備の修繕 

施設及び設備の改造・増築・移設については、市が自らの費用と責任において実

施しますが、修繕については、年間の合計額が２０万円（消費税及び地方消費税を

含む。）に達するまでは指定管理者が自らの責任において実施するものとします。 

ただし、２０万円を超える場合には、その実施及び費用負担を指定管理者と市に

おいて協議することとします。 

なお、年間の修繕費用が２０万円に満たなかった場合には、残額を全て市に返還 

するものとします。 

④緊急時の対応  

    常時から緊急時の連絡体制・対処方法等マニュアルと防災対策として消防計画等 

を作成し、スタッフの指導及び訓練を実施してください。また、災害時及び防災訓 

練等においては、市及び地域と協力していただきます。  

    なお、事故の原因となりうる状況を発見したときや災害発生時の施設利用につい 

ては、速やかに利用者の安全を第一に考え、適切な対処を行うとともに、必要に応 

じ市に報告してください。 

（３）飼育管理に関すること 

①生態管理に関する業務 

    生物飼育を適切に行い、斃死等による滅失を最小限にとどめ、繁殖や計画的な購

入により、展示の継続性を確保するとともに、飼育数については常に把握に努める

ものとします。なお、以下の業務に関しては、専門的な知識・技能を有する者があ

たることとします。 

・飼料の調整及び給餌 

・水槽内の水温・水質等の管理 

・魚類等の疾病把握と適切な措置 

・魚類等の死因把握及び速やかな報告 
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・魚名板・説明板等の設置及び変更 

  ②設備管理業務 

    展示品及び管理上必要な物品及び生物については、必要に応じ市と協議のうえ、

適切かつ計画的な購入に努めるものとします。 

   ・生物飼育のための機械装置の維持管理 

   ・装置故障等の事故に対する速やかな処理及び報告 

   ・タッチ水槽・観察水槽・円柱水槽及び大型水槽の掃除は隔週１回。原則として、

閉館後に行うこと。 

（４）利用促進に関すること 

  ①利用者アンケート調査を実施し、これを反映すること。 

  ②他の水族館施設を調査・研究し改善を図り、異業種との連携を行うこと。 

  ③利用促進企画を作成し実施すること。 

   ・随時イベントや企画展を行うこと。 

   ・生物の「見せ方」を工夫するとともに、通常の開館日における案内業務のほか、

餌やり体験等を実施するなど、他の施設との差別化を図ること。 

  ④ホームページの設営と情報更新、地域情報誌・新聞等への情報発信などによる広報

活動（なお、市広報誌への掲載については、必要に応じて所管課と協議すること。） 

⑤市が行うモニタリングへの協力 

（５）連携協力等について 

①市との協力について 

  市主催事業等については、事前に明示しますが、年間を通じて所管課を中心に市

と連携協力を図ってください。 

・市主催事業等については概ね以下のとおりです。 

      ５月 帆引き船フェスタ 

      ７月 あゆみ祭り 

１０月 かすみがうらエンデューロ 

②地域からの理解と協力 

イベント等の事業を実施する際には、必要に応じて、近隣地域・関係者へ事前に

情報を提供するなど、事業への理解・協力を得てください。 

③市内小中学校の教育活動への積極的な対応 

市内小中学校等の教育活動に対して、可能な範囲で飼育作業体験を受け入れるな

ど、身近に生物と触れ合える機会を提供できるよう積極的な取り組みを行ってくだ

さい。 

（６）庶務事務に関すること 

①利用料金集計及び各種支払等の会計事務 

②利用に係る統計事務 
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③定期報告書（業務報告書）及び事業報告書等（事業報告書・事業計画書及び収支予 

算書等）の作成 

④市との協定及び光熱水費等の契約事務 

⑤備品の管理 

⑥業務に必要な諸用紙の印刷や消耗品の購入 

⑦光熱水費等の負担 

⑧関係各課との連絡調整及び市の調査に対する回答 

⑨その他、管理上必要となる業務 

 

６ 利用料金収入 

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は、指定管理者の収入となります。なお、

この利用料金の額は、条例に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、

指定管理者が定めることになります。ただし、指定管理期間中に市において、利用料金

の変更があった場合の取扱いについては、別途協議するものとします。 

 

７ 事業報告書等の作成・提出 

指定管理者は、施設の管理運営状況等に関する以下の事業報告書等を作成し、市に提

出しなければなりません。なお、下記の事業報告書等の様式及び詳細内容は、市が別に

定めるモニタリング実施指針によるものとします。 

（１）日報 

   施設運営及び利用実績等を確認できる「業務記録」として位置付け、毎日記録作成

してください。 

（２）月次業務報告書（月報） 

   毎月終了後の翌月の１０日までに、管理運営及び経理の状況等を記載した前月分の

月次業務報告書を市に提出してください。 

（３）四半期業務報告書（四半期報告） 

   四半期終了後の翌月の１０日までに、管理運営及び経理の状況等を記載した当該四

半期分の四半期業務報告書を市に提出してください。 

（４）年間事業報告書 

   毎年度終了後３０日以内に下記の事項を記載した年間事業報告書を市に提出してく

ださい。 

   ・施設の利用状況及び管理業務状況 

   ・利用料金及び自主事業に係る料金の収入の実績 

   ・管理に係る経費の支出状況 

   ・その他、管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項 

（５）次年度計画（事業計画書・収支予算書） 
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   毎年度の１０月末日までに、当該業務に係る次年度の事業計画書及び収支予算書に

ついて、市と調整のうえ作成し、市に提出してください。 

（６）その他報告書の提出 

   その他必要に応じて、市から利用状況等についての報告書の提出が求められた場合

は、速やかに報告書を提出してください。 

 

８ 共通入館券による歴史博物館入館料の徴収委託 

  水族館と歴史博物館の共通入館券については、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、水族館分の利用料金とは別に歴史博物館分

の金額を指定管理者に徴収委託します。徴収委託項目は、協定書に定めます。 

 

９ スタッフの配置等 

◇スタッフ配置基準 

≪開館日≫ 

8：30～17：30（基本的に２名体制とすること） 

施設管理全般 １名 

窓口業務   １名 

（休暇・出張等によりスタッフが不足する場合は臨時スタッフを置くこと） 

≪休館日≫ 

 飼育業務及び施設・設備点検作業（１名体制・２時間） 

 

指定管理者の選定にあたっては、スタッフの体制が、市民サービスの向上に資するか

どうかという視点で行う予定ですので、上記の配置基準に基づく配置とともに、下記に

定める実績や経験が相当に考慮されることをご了知のうえ、かすみがうら市水族館指定

管理者募集要項中「公の施設の事業計画書」において、スタッフの配置（採用・育成・

指導を含む）に関する提案をしてください。 

① 「館長」について（非常勤不可） 

生物全般の知識及び飼育についての専門的技能を有するとともに、同等の施設・ 

設備の構造を熟知しており、かつ設置目的に則した業務内容を円滑に遂行し得る者 

を施設全体の責任者として選任してください。 

② 施設管理業務全般を担うスタッフ（非常勤不可。館長との兼務を可とする。） 

・生物全般の知識及び飼育についての専門的技能を有するとともに、展示魚類（別 

    紙２参照）の飼育について５年以上の経験年数がある者。 

・同等の施設・設備の構造を熟知しており、操作や点検、非常時における応急処置 

等の維持管理業務に精通している者。 

③ 窓口業務を担うスタッフ 
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同等の 施設において、２年以上の窓口業務経験を有し、かつ①または②に代わっ

て案内業務を遂行できる程度の生物全般の知識を有する者。 

 

10 経理 

  経理事務については、不正の発生を未然に防止する体制を整備するとともに、最も効

率的で効果的な経理を行ってください。 

（１）予算の執行 

管理運営業務は、「公の施設の収支予算書」に則り、予算の各項目の金額以内で執行

することを原則とします。 

ただし、修繕料を除き、止むを得ない理由により流用が必要となった場合は、市と

協議のうえ処理するものとします。 

（２）帳簿の管理 

①指定管理者は、水族館の管理運営に係る収入及び支出の状況について、指定管理者

が行う他の業務と明確に区分して帳簿を整備し、適切に管理する必要があります。 

②指定管理者は、自身の団体等と別の専用口座（指定管理者業務専用）で管理してく

ださい。また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口

座とも別の口座で管理してください。 

 

11 管理に係る経費負担 

■過去の年度別収入実績 

年 度 

区 分 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

利用者数 34,197 人 35,955 人  40,462 人  42,670 人 

利用料金収入 5,656,270 円 6,225,960 円 6,808,970 円 7,159,290 円 

自主事業収入 826,475 円 1,058,508 円 828,339 円 723,800 円 

収入合計 6,482,745 円 7,284,468 円 7,637,309 円 7,883,090 円 

 
 

■過去の年度別支出実績                        （単位：円） 

      年 度 

区 分 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

需用費 4,907,389  5,573,721  5,105,650 5,037,145  

  消耗品 269,299 267,283 403,675  263,293 

 
生物購入 616,830 799,876 638,919 1,023,524 
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  光熱水費 3,497,644  3,828,417 3,425,123  3,041,503  

  修繕料 201,695 210,929  212,611  207,193  

  飼料費 321,921 467,216  425,322  501,632  

役務費 133,276 137,388  147,955 121,518  

  通信運搬費 133,036  135,368  131,237  121,518  

  保険料 240  2,020  16,718  0  

委託費 433,044 408,016  441,288  475,797  

備品購入費 52,520  31,146  41,324  40,706 

人件費 6,372,075  5,898,771  5,858,444  5,827,840  

管理運営費 

合  計 
11,898,304  12,046,042  11,594,661  11,503,006  

 

■平成３０年度以降の水族館管理経費（見込み） ※年額 

 

① 需用費 ４，８５４，０００円  

 ・消耗品 ５６５，０００円  

 ・生物等購入 ６５２，０００円  

 ・光熱水費 ３，０９９，０００円  

 ・修繕料 ２００，０００円  

 ・飼料費 ３３８，０００円  

②役務費 ７５，０００円  

 ・通信運搬費 ７０，０００円  

 ・保険料（賠償責任保険等） ５,０００円  

② 委託費 ２，３１５，０００円  

 ・施設機械警備 １６０，０００円  

 ・ブロアー保守点検業務 １５０，０００円  

 ・ボイラー整備点検業務 １５５，０００円  

 ・館内加圧給水ポンプ点検業務 ３５，０００円  

 ・電気工作物保安管理業務 ５０，０００円  

 ・消防設備等保守点検 １０，０００円  

 ・館内清掃業務 

・周辺エリア清掃等 

３００，０００円 

１，３９５，０００円 

 

 ・ごみ処理 ６０,０００円  

④備品購入費 ３０，０００円  
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 ・備品購入 ３０，０００円  

 

【平成３０年度以降の経費見込み合計額】  

年額 ７，２７４，０００円（※その他人件費等を除く） 

 

12 業務の引受け・引継ぎ 

（１）業務の引受け 

指定管理者となる団体等は、業務の準備作業として指定期間前に市及び現指定管理

者と相互に連絡調整し、十分に事務の引継ぎを行うものとします。なお、これに要す

る費用は新たに指定管理者となる団体が負担するものとします。 

（２）業務の引継ぎ 

   指定期間の満了に際しては、施設を現状に回復して、市に施設、備品及び必要な書

類、データ等を引き渡すとともに、市及び次期指定管理者と十分に業務引き継ぎを行

うものとします。 

 

13 備品等の管理 

（１）市が所有する備品等の使用及び保管については、善良なる管理者の注意をもってこ

れにあたらなければなりません。 

（２）指定管理者が市から支払われた指定管理料で購入した備品等は、市の所有するもの

とします。 

（３）指定管理者が管理する市の所有する備品等は、かすみがうら市財務規則の例により、

管理するものとします。 

（４）平成２９年７月末現在の市が所有する備品等については、別紙２及び別紙３のとお

りです。 

（５）配置している備品以外で指定管理者が必要とするものは、指定管理者において調達

してください。また、これらを修繕する場合、指定管理料に見込まれている修繕費を

充当することは原則として認められません。 

（６）市所有の備品等を何らかの理由により廃棄する場合は、廃棄方法・廃棄後の処置に

ついて予め所管課と協議をしてください。 

 

14 その他 

（１）市は、必要に応じ、施設、備品等及び各種帳簿並びに管理業務について実地調査を

行います。この場合において、指定管理者は、理由なくこれを拒否できないものとし

ます。 

（２）市監査委員が指定管理業務の監査を実施する場合は、必要に応じ、指定管理者に対

し、実地調査及び必要な帳簿書類その他の記録の提出を求め、ヒアリングを行います。 
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（３）指定管理者が、管理業務中に事故を引き起こした場合は、警察、消防に連絡する等、 

適切に対処するとともに、遅滞なくその状況を市に報告してください。また、その場 

合において市または第三者に損害を与えたときは、全て指定管理者の責任において損 

害賠償等の処理をすることになります。任意保険の加入について、遺漏のないように 

してください。 

（４）この業務仕様書に定めのない事項については、指定管理者と市が協議のうえ定める

こととします。 

 




